
 

 

 



議案第11号 

 選挙人名簿から抹消する者について 

選挙人名簿から次の者を抹消する。 

  令和５年３月１日 

  福岡市博多区選挙管理委員会 

  委 員 長  石 田 正 明 

１ 抹消する者の数 
１，０５２人 

  内 訳 
死亡者 ８７人 
市外へ転出後４箇月を経過した者  ９６５人 

２ 抹消する者の氏名等 
別紙のとおり 

３ 抹消年月日 
令和５年３月１日 

（根拠） 

・公職選挙法第 28条の規定による。
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議案第12号 

    選挙人名簿に登録する者について 

 令和５年３月１日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり

選挙人名簿に登録する。 

  令和５年３月１日 

 福岡市博多区選挙管理委員会 

  委 員 長  石 田 正 明 

１ 登録する者の数 

 ３，３７９人 

２ 登録する者の氏名等 

別紙のとおり 

３ 登録年月日 

令和５年３月１日 

（根拠） 

・公職選挙法第 22条第３項の規定による。
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議案第13号 

 福岡県議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所について 

 令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所を

次のように定め、告示する。 

  令和５年３月１日 

  福岡市博多区選挙管理委員会 

  委 員 長 石 田 正 明 

（根拠） 

・公職選挙法第144条の２及び福岡県議会議員選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

（昭和57年福岡県条例第34号）第１条の規定による。 
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議案第14号 

 
 
      福岡市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所について 

 

 

 令和５年４月９日執行の福岡市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場所を

次のように定め、告示する。 

 

  令和５年３月１日 

 

                        福岡市博多区選挙管理委員会 

                         委 員 長  石 田 正 明 

 

 
 
 
 
 

（根拠） 

・公職選挙法第144条の２及び福岡市選挙ポスター掲示場設置条例（昭和58年福岡市条例

第５号）第１条の規定による。 
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議案第15号 

 

 

福岡県議会議員一般選挙及び福岡市議会議員一般選挙における期日前投票所の指定 

及び設置期間について 

 

 

 令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙及び福岡市議会議員一般選挙における

博多区の期日前投票所及びその設置期間を次のように指定し、告示する。 

 

  令和５年３月１日 

 

                        福岡市博多区選挙管理委員会 

                         委 員 長  石 田 正 明 

 

 

 期 日 前 投 票 所 設 置 期 間  

  福岡市博多区博多駅前二丁目８番１号 

   福岡市博多区役所１階多目的スペース 

  令和５年４月１日から 

   令和５年４月８日まで 

  福岡市博多区南本町二丁目３番１号 

   さざんぴあ博多１階市民ロビー 

  令和５年４月１日から 

   令和５年４月８日まで 

  福岡市博多区那珂六丁目23番１号 

   ららぽーと福岡１階メディアパーク 

  令和５年４月１日から 

   令和５年４月８日まで 

 福岡市中央区天神二丁目２番43号 

   ソラリアプラザ１階ソラリアゼファ 

 

  令和５年４月１日から 

   令和５年４月８日まで 

 

 
 
 
 

（根拠） 

・公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第39条の規定による。 

  ・公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第41条の規定による。 

 

 

 

 

 

 

-17-



 

 

議案第16号 

 

 

福岡県議会議員一般選挙及び福岡市議会議員一般選挙における期日前投票所を開く 

時刻及び閉じる時刻の変更について 

 

 

 令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙及び福岡市議会議員一般選挙における

期日前投票所を開く時刻及び閉じる時刻を次のように変更し、告示する。 

 

  令和５年３月１日 

 

                        福岡市博多区選挙管理委員会 

                         委 員 長  石 田 正 明 

 

 

１ 開く時刻の変更を行う期日前投票所及び当該時刻 

  さざんぴあ博多１階市民ロビー 午前10時 

 

２ 開く時刻及び閉じる時刻の変更を行う期日前投票所並びに当該時刻 

 

 期 日 前 投 票 所 開く時刻 閉じる時刻  

ららぽーと福岡１階メディアパーク 午前10時 午後７時 

 ソラリアプラザ１階ソラリアゼファ 午前10時 午後７時  

 

３ 変更理由 

  さざんぴあ博多１階市民ロビー、ららぽーと福岡１階メディアパーク及びソラリアプ

ラザ１階ソラリアゼファについては、増設設置するものであり、博多区役所に設置した期

日前投票所において変更を行わずに設置しているため、選挙人の利便向上に最も効果が

見込まれる時間帯に設置するもの 

 

 

 

 

 

（根拠） 

 ・公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第40条第１項の規定による。 

・公職選挙法第48条の２第６項による読替後の第40条第２項の規定による。 
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